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小児慢性特定疾病医療費の支給認定

児童福祉法第１９条の３第３項

保健所 保健医療薬務課

５０日～６０日程度

　小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成の対象とする者は、児童福
祉法第６条の２第１項の規定に基づき厚生労働大臣が社会保障審議会の意
見を聴いて定める小児慢性特定疾病にかかっており、当該疾病の状態が、
同条第２項の規定に基づき小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保
障審議会の意見を聴いて定める程度であるものであって、18歳未満の児童
（18歳到達時点において小児慢性特定疾病医療支援を受けており、かつ、
18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳到達
までの者を含む。）とする。

（「小児慢性特定疾病医療費の支給認定について」平成26年12月3日雇児
発1203第2号）


